
知的障がい者への
外国人材による支援の現状と課題

社会福祉法人 白老宏友会 多機能型事業所 ポプリ

生活介護事業 支援課長 杉本 誠力



白老町は北海道の太平洋側、登別市と苫小牧市の中央に位置しており、海と山に囲まれた町です。

人口は昭和59年 2万4467人をピークにその後減少し続け 現在は、1万5565人（令和5年4月）

総務省 国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人口では、以下グラフのとおり

約5年後には、1万2500人 30年後には8000人を下回ると予測されています。

白老町の概要



法人の概要

Sweets café
ななかまど イレンカ

ジェラテリア
ミナ・ピエノ

・共生型事業所（短期入所・相談支援）
・生活介護事業所 愛泉園
・生活介護事業所 みらいえ
・多機能型事業所 ポプリ
・地域生活支援センターあぷろ

GH全20棟
（内 24H型GH7棟、世話人10棟、

サテライト型3棟）

利用者 240名
職 員 165名



地域の課題と法人の課題
【地域の課題】

・少子高齢化、人口の減少の解消

・雇用促進

【法人の課題】

◎障がい者のより良い生活環境を構築していくことが課題であるが、

・少子高齢化や人口が減少 ⇒ 地域の衰退＝白老町

・『地域＝社会』の衰退 ⇒ 利便性に欠ける生活環境

将来的に十分な社会生活が送れない環境

・将来を見据え安定した運営を行っていくための人材確保及び

人材不足問題の解決



第1期 インドネシアより男性2名 採用

令和4年4月 日本到着、辞令交付式



第2期 インドネシアより女性２名 採用

令和5年4月 日本到着、辞令交付式



第３期 インドネシアより男女1名ずつ採用

令和5年1月インドネシア 男女各１名
地域生活支援センター採用

男性3名・女性3名＝計6名を採用



受入にあたっての取り組み

① 内諾前の情報提供と来日前の打ち合わせ

② 言葉の理解と教育（日本語・インドネシア語）

③ 日本で生活する上での制度や規則の理解

④ 宗教への理解と配慮

⑤ 障がい者福祉への説明と理解

⑥ 勤務内容は分かりやすく

⑦ プライベート支援

⑧ 本人の精神状態・身体状況の把握



① 内諾前の情報提供と来日前の打ち合わせ

・雇用希望者の詳細を知り採用の決定を行う

・業務内容と給与の説明

・住居の説明



② 言葉の理解と教育

ＡＩ通訳機や通訳アプリを活用



③ 日本で生活する上での制度や規則の理解



③ 日本で生活する上での制度や規則の理解



③ 日本で生活する上での制度や規則の理解



④ 宗教への理解と配慮 イスラム教の文化

・ 毎日のお祈り（礼拝）は1日5回

①日の出ごろ、②正午ごろ、③午後3時ころ、
④日没後の夕方、⑤夜7時ごろ

・ ラマダン ※ ラマダン月の30日間断食
1年間の間に30日間、日の出から日没まで断食します。

・ 禁止されている食事は主に
豚肉、豚肉由来のもの、酒、アルコール類など



⑤ 障がい福祉の説明と理解

・インドネシアでは『福祉』＝『高齢者介護』

自国に介護職がないことに加え、

障がい者への知識は全くなかった。



⑤ 障がい福祉の説明と理解



⑤ 障がい福祉の説明と理解



⑤ 障がい福祉の説明と理解

障がい者 ○知的障がい
○精神障がい
○身体障がい ⇒ 理解できた。

障がい者支援を理解する事が難しい

障がい者支援を教えることも難しい
＝



⑥ 勤務内容は分かりやすく



仕事の様子 令和4年度採用 男性職員



仕事の様子 令和4年度採用 男性職員



仕事の様子 令和4年度採用 男性職員



仕事の様子 令和4年度採用 男性職員

担当職員と何をしたいかを考える

秋の行事で日本の文化といえば…



仕事の様子 令和5年度採用 女性職員



仕事の様子 令和5年度採用 女性職員



仕事の様子 令和5年度採用 女性職員



⑦ プライベート支援

R４.千歳市支笏湖

R４.札幌雪祭り R５.よさこいソーラン

R５.白老町２０歳を祝う会

R５.苫小牧港まつり



法人の課題

２.多種多様な研修への参加
◎紹介企業のバックアップはあるが、

施設でスキルアップにつながる研修を実施。

３.多文化共生事業への参画
◎白老町内における外国人への理解

１.育成プランの構築
◎介護福祉士を受験する為の勉強会を実施
◎利用者支援を向上する為、会議への参加



１.育成プランの構築
令和4年度採用 男性職員 令和5年度採用 女性職員



１.育成プランの構築
◎日本語勉強会



１.育成プランの構築

◎会議への参加



新しい仕事内容

◎採用時に話をしていなかった仕事

『地域生活支援センターあぷろ』

24h型GH 夜勤業務の依頼

業務時間 PM16:00～AM９:00

前日に本人と業務内容を確認

後日、本人との面談

１.育成プランの構築



２.研修への参加
◎救急救命講習受講



◎強度行動障がい支援者基礎研修修了

２.研修への参加



３.多文化共生事業
◎調理体験交流会



◎商工会主催の地域行事

３.多文化共生事業



『話をしないと日本語を忘れてしまう…』
（令和４年度採用男性職員）

『大丈夫です。いつ次の仕事ができますか…』
（令和５年度採用女性職員）

⑧ 本人の精神状態・身体状況の把握



特定技能制度とは

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある
産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け
入れることを目的とする制度です。
2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格
「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能とな
りました。

公益財団法人 国際人材協力機構のHPより引用
https://www.jitco.or.jp/ja/skill/



特定技能と技能実習生の違いとは
特定技能 技能実習生

在留資格 特定技能 技能実習

期間 通算5年（その後介護福祉士
への挑戦あり）

1号＋2号 合計3年

技能水準 介護技能評価試験、
介護日本語試験

試験 N4以上 介護職のみ入国時N４相当の要件

管理団体 非営利の事業協同組合が監査、管
理を行う。

支援機関 事業主からの委託で支援 常勤介護職員の5名に対し1名上限

人数枠・転職 日本人の常勤介護職員の総数
まで/業務区分内で可能

原則不可



特定技能外国人として
日本で就労するための条件

❶３つの試験に合格すること
・日常会話レベル 日本語検定 N4以上
・介護日本語評価試験
・介護技能評価試験

❷技能実習生として2年10ヵ月以上在留し、
かつ技能実習評価試験の専門級に合格していること

❸EPA介護人材として3年10ヵ月以上在留し、
かつ介護福祉士の試験で合格点の5割以上の得点をとり、
0点の科目がないこと



ご清聴ありがとうございました。


